
 

Q-24 試用期間とは何か  

A-24 試用期間とは、採用した者について「社員としての適格性を判定するための期間」をいう。 
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※下記の内容は、2016 年 10 月 1 日現在施行されている法律に基づいています。 

1. 試用期間の意義 

 会社は、社員を採用するに当たり、筆記試験や面接試験等の採用選考を行い、その者に社員として

の適格性があるか否かを判断する。しかし、採用選考過程で得られる情報には限界があり、応募者に

真に社員としての適格性があるかどうかを正確に判断することは困難である。 

 そこで、入社後 3 カ月ないし 6 カ月程度、一定の「試みの期間」を設け、その間の社員の業務遂行

状況によって本採用をするか否かを決定するという方法をとる会社もある。この「試みの期間」を、

試用期間と呼ぶ。 

 

2. 試用期間の法的性質 

 試用期間は、通常は期間の定めのない雇用契約の開始当初に設けられる一定の期間である。一般的

に、この契約には、試用期間中に社員として不適格であると使用者が判断した場合には解約できる旨

の特約が留保されていると解されている。したがって、試用期間が満了しても、雇用契約が当然に終

了するわけではなく、雇用契約を終了するためには、解約権の行使、具体的には「本採用しない」旨

の意思表示が必要となる。 

 他方、使用者が、労働者と有期雇用契約を締結した場合、期間が満了すればその契約は終了するこ

とが原則である。しかし、有期雇用契約であっても、その契約の趣旨・目的が、労働者の適性を評価・

判断するためである場合には、契約期間の満了により雇用契約が当然に終了する旨の合意が当事者間

で成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、試用期間と解するとした裁判例（神戸弘

陵学園事件 最高裁三小 平 2.6.5 判決）もあることに留意すべきである。 

 したがって、最初は有期雇用契約社員として採用し、その期間満了後に、適性が認められた者につ

いて改めて期間の定めのない雇用契約を締結し、正社員として採用するという方法も可能であるが、

この場合の当初の有期労働契約は試用期間とみられ、その期間満了時の契約終了の可否は、本採用拒

否の可否として判断されることになる可能性がある。 

 なお、職業紹介においても、当初、求人者と求職者との間で有期雇用契約を締結させ、その契約の

終了後、引き続き、両当事者間で期間の定めのない雇用契約を締結させることを目的として行われる

「常用目的紹介」も認められている（厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisa

kubu/0000131006.pdf）。 

 他方、紹介予定派遣を受けた派遣労働者を採用する場合については、試用期間を設けないよう指導

されている（厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf）。 

 

 


